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新型コロナウイルス感染症対策に係る医療物資等の備蓄等について 
 

新型コロナウイルス感染症対策にあたりましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 
新型コロナウイルス感染症については、熊本県の状況を踏まえれば依然として感染拡

大のリスクはあり、引き続き、医療物資の確保に万全を期す必要があります。 
熊本県では、今後に備えた医療物資の備蓄を進めているとのことですが、今般、本会

に対し熊本県健康福祉部長より、下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたし

ます。 
記 

１．医療物資の備蓄について 
・サージカルマスク及び消毒液（エタノール）について、各薬局等において備蓄の確

保をお願いします。 
※その他、N95 マスク等、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手

袋、防護服、ゴーグル、キャップ等については、各薬局等での使用状況によりご判

断ください。 
・備蓄数量の目安としては、新型コロナウイルス感染症第1波時の患者発生のピーク期

間（約2ヵ月程度）等を勘案して、概ね8～10週間分の消費量の確保を一つの目安と

しますが、各薬局等で確保できるスペースによりご判断ください。 
※非滅菌手袋など日常の消費量が大きい資材については、この限りではありません。 

・備蓄にあたっては、別途確保する方法や、在庫消費・管理の中で確保する方法（ロ

ーリングストック）など、各薬局等の実情に合わせて対応をお願いします。 


